
農家が農業経営を続けられるよう、収益の安定・向上や作業コストの削減に取り組むことも、

持続可能な農業の実現には必要です。（10年後の農業経営を考える）

ほ場整備では、環境を整えるとともに耕作者への集積集約化を進め、後継者の育成や地域に

よる収穫期の協力体制を推し進めています。
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次世代を担う若手農業者
～ 魚沼市根小屋 ～
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　魚沼市土地改良区第19回通常総代会が令和６年３月21日午後７時から広神コミュニティセンターにお
いて開催されました。令和５年度一般会計・発電事業特別会計収支補正予算と関連議案、定款の一部
改正、令和６年度一般会計、発電事業特別会計収支予算と関連議案の全16件を提案し、慎重審議の結
果、原案のとおり議決されました。

（単位：千円）◇ 一般会計

（単位：千円）◇ 一般会計

（事業費は当初割当内示額）

令和４年度決算について、令和 5 年 10月13日開催、第 19 回臨時総代会で承認されました。

◇ 発電事業特別会計収支予算 収入予算額 支出予算額22,721千円 売電収入他 償還、修繕他22,721千円

収入決算額 支出決算額20,347千円 売電収入他 償還、修繕他20,347千円◇ 発電事業特別会計収支決算

本年度実施予定事業の概要

令和６年度 収支予算

令和４年度 収支決算

経営体育成基盤整備事業（法人育成型） 大和沢地区 継　続 23.5 ha 15,000 千円

経営体育成基盤整備事業（機構関連型） 和田・横瀬地区 継　続 24.9 ha 20,000 千円

経営体育成基盤整備事業（一般型） 伊米ヶ崎中央地区 継　続 51.2 ha 324,000 千円

経営体育成基盤整備事業（機構関連型） 東中地区 継　続 19.0 ha 63,000 千円

経営体育成基盤整備事業（一般型） 金ケ沢地区 継　続 19.6 ha 135,000 千円

経営体育成基盤整備事業（機構関連型） 中家・池平地区 継　続 95.4 ha 172,000 千円

経営体育成基盤整備事業（機構関連型） 干溝地区 継　続 9.8 ha 167,000 千円

経営体育成基盤整備事業（機構関連型） 根小屋地区 新　規 49.9 ha 122,000 千円

調査設計事業 赤土地区 継　続 20.3 ha 2,200 千円

基幹水利施設ストックマネジメント事業 魚野川左岸地区 継　続 347.1 ha 67,000 千円

高度土地利用調査・調整事業 大和沢地区他 継　続 － 4,000 千円

経営体育成促進換地等調整事業 赤土地区 新　規 20.3 ha 2,409 千円

農業水利施設安全対策推進事業 佐梨川右岸地区 新　規 387.4 ha 3,000 千円

調査設計事業 古川地区 新　規 350.0 ha 2,000 千円

地域農業水利施設ストックマネジメント事業 魚沼８期 新　規 45.0 ha 8,000 千円

受益面積事　　業　　名 地　区　名 実施区分 本年度予算
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体
営
事
業

区分

支
　
　
出

土地改良事業収入

附帯事業収入

基本財産運用収入

特定資産運用収入

補助金等収入

雑収入

借入金収入

特定資産取崩収入

繰越金

区分 科　　目

合　　　　計

本年度予算額 前年度予算額 比　較 説　　明

収
　
　
入

65,518 63,094 2,424 経常､特別賦課金他

施設使用料他

基本財産利子及び配当金

積立金利子及び配当金他

国､県､市補助金

過年度収入他

前年度繰越金

県営･団体営負担分

決済金積立金等取崩

6,525 6,046 479

51 82 △ 31

8 21 △ 13

216,989 203,237 13,752

業務受託料収入 換地作業等の受託13,783 6,251 7,532

232 267 △ 35

55,782 67,880 △ 12,098

1,401 3,197 △ 1,796

30,000 29,756 244

390,289 390,289379,831 10,458 10,458

土地改良事業費支出

附帯事業費支出

一般管理費支出

土地改良事業負担金支出

借入金返済支出

固定資産取得支出

基本財産積立金支出

特定資産積立金支出

他会計繰出額

科　　目

合　　　　計

本年度予算額 前年度予算額 比　較 説　　明

78,727 80,089 △ 1,362 事業費、21 組織維持管理費

多面的機能支払

人件費、事務費他

県営・団体営事業費負担分

借入金の償還金

各種積立金

2,170 1,804 366

37,679 32,273 5,406

50,983 63,530 △ 12,547

205,048 187,210 17,838

支払利息 借入金の利息1,866 2,051 △ 185

1,800 0 1,800

51 82 △ 31

5,087 5,930 △ 843

3,878 3,862 16

予備費 3,000 3,000

379,831

0

区分

支
　
　
出

土地改良事業収入

附帯事業収入

基本財産運用収入

特定資産運用収入

補助金等収入

雑収入

借入金収入

特定資産取崩収入

固定資産売却収入

区分 科　　目

合　　　　計

決算額 予算額 比　較 説　　明

収
　
　
入

60,136 60,465 △ 329 経常､特別賦課金他

施設使用料他

基本財産利子及び配当金

積立金利子及び配当金他

国､県､市補助金

過年度収入他

県営･団体営負担分

決済金積立金等取崩

5,540 5,538 2

42 82 △ 40

4 21 △ 17

63,187 64,288 △ 1,101

業務受託料収入 換地作業等の受託12,544 12,545 △ 1

1,758 1,861 △ 103

39,831 39,831 0

1,272 2,172 △ 900

20 21 △ 1

交付換地清算金収入 上原地区5,975 5,975 0

223,996 226,487 △ 2,491

土地改良事業費

附帯事業費支出

一般管理費支出

土地改良事業負担金支出

借入金返済支出

支払換地清算金支出

納付換地清算金支出

基本財産積立支出

特定資産積立金支出

区分 科　　目

合　　　　計

決算額 予算額 比　較 説　　明

54,818 72,798 △ 17,980 事業費、20 組織維持管理費

多面的機能支払他

人件費、事務費他

県営・団体営事業費負担分

借入金の償還金

各種積立金

発電事業特別会計

翌年度繰越額

1,804 1,804 0

21,871 27,324 △ 5,453

38,596 38,597 △ 1

54,397 54,407 △ 10

支払利息 借入金の利息

上原地区

上原地区

2,297 2,311 △ 14

5,975 5,975 0

5,975 5,975 0

42 82 △ 40

1,712 10,068 △ 8,356

他会計繰出額 3,845 3,846 △ 1

徴収換地清算金収入 上原地区5,975 5,975 0 次年度繰越金 32,664 0 32,664

繰越金 前年度繰越金27,712 27,713 △ 1 予備費 0 3,300 △ 3,300

223,996 226,487 △ 2,491

☆ 本年度の運営事務費賦課金単価は、１０aあたり８００円です。（田・畑）



総 代 名 簿　任期:令和３年9月28日～令和７年9月27日

吉田　　元
佐藤　市郎
若井　伸作
矢島　　至
下村　正晴
髙橋　繁男
八木　栄次
鈴木　　洋
角屋　博昭
渡辺　修二
渡辺　精義
渡邉英四郎
森山　義秋
井口　義明
野上　隆弘

櫻井　賢一
井口　保男
樋口　　努
富永　良明
桑原　一雄
中村農夫一
川口　　赳
内田　健樹
小川　　智
瀬下　克志
山田　勝俊
佐藤　　正
富永　虎良
森山　　充
遠藤　重文

小幡　　宏
覚張　恭一
金井　健一
山田　秀明
橘　　和敏
山之内秀夫
酒井　　豊
和田　正昭
永塚　敏一
山本　正明
鈴木　重男
青木　敏明
桜井　　昭
桜井　　清
桜井　久男

佐藤　利夫
榎本　且郎
横山　修一
大平　大輔
佐藤　　健
飯塚　幸男
榎本　珠喜
大桃　勝良
姉崎　正文
佐藤　　悟
須佐　峰幸
渡辺　文雄
住安　直紀

土地改良区における男女共同参画について
　女性参画推進は、多様性社会の活力を高め、地域社会・
経済に活力をもたらすなど、農業・農村を継続させるために
重要な事です。
　令和２年12月には、第５次男女共同参画基本計画が閣議
決定され、女性理事ゼロの土地改良区をゼロ、土地改良区の
理事に占める女性の割合が10％と成果目標に設定されました。
　また、令和３年３月に閣議決定された土地改良長期計画
には土地改良区の理事に占める女性の割合が10％以上と
する成果目標が設定されました。いずれも目標年度は2025
年度です。
　魚沼市土地改良区でも次期理事選挙から女性理事登用
に向け、検討しているところです。
＜参考＞　・内閣府第５次男女共同参画基本計画
　　　　　・農林水産省土地改良長期計画

令和５年度　秋の叙勲受章令和５年度　秋の叙勲受章令和５年度　秋の叙勲受章
理事長　榎 本 春 実 氏理事長　榎 本 春 実 氏理事長　榎 本 春 実 氏

　令和５年６月１２日に魚沼市立伊米ヶ崎小学校
５年生、２７日に魚沼市立小出小学校４年生が総合学習の一環
として小出郷第１号頭首工と円形分水工を見学に来ました。

　令和５年６月１２日に魚沼市立伊米ヶ崎小学校
５年生、２７日に魚沼市立小出小学校４年生が総合学習の一環
として小出郷第１号頭首工と円形分水工を見学に来ました。

令和６年度　用配水計画令和６年度　用配水計画
令和 6年 3月 7日に開催された第 83 回理事会において、

承認可決されました。用配水計画については、魚沼市

土地改良区ホームページよりご覧ください。

　令和５年度秋の叙勲にて榎本春実理事長が、永年に渡る
地方自治に対する功績が認められ「旭日雙光章」を受章しま
した。この栄誉をお祝いし受章祝賀会が、令和６年４月１４日に
開催されました。

理　事　長　　榎本　春実

副理事長　　星　　　洋
理　　事　　目黒　隆弥
理　　事　　武藤　久男
理　　事　　佐藤　廣治
理　　事　　大島　森利
理　　事　　森山　英敏
理　　事　　新島　耕一
理　　事　　桜井　元雄

役 員 名 簿　任期:令和３年10月5日～令和７年10月4日

理　　事　 星野　武男

理　　事　 上村　利夫
理　　事　 佐藤　利明
理　　事　 大桃　俊彦
理　　事　 八木　清一
理　　事　 森山　賢一
総括監事　 渡邉　隆夫
監　　事　 小林　正一
監　　事　 大塩　安弘

水土里ネット魚沼（魚沼市土地改良区）の組織図

魚野川左岸水路委員会

破間川右岸水路委員会

谷 内 地 区 委 員 会

下 タ 島 地 区 委 員 会

村 前 地 区 委 員 会

新 道 島 地 区 委 員 会

和 田 原 地 区 委 員 会

向 島 地 区 委 員 会

原 大 堰 地 区 委 員 会

長 屋 地 区 委 員 会

堀之内中部地区委員会

大 坪 地 区 委 員 会

舟 山 地 区 委 員 会

佐梨川左岸用水委員会

佐梨川右岸用水委員会

池 平 用 水 委 員 会

和 田 川 水 系 委 員 会

並 柳 平 地 区 委 員 会

大 松 水 路 委 員 会

須 原 揚 水 機 委 員 会

八　木　清　一

星　野　武　男

平　沢　政　人

星　野　希予志

下　村　文　夫

中　村　義　明

渡　辺　　　泰

渡　辺　正　人

古田島　正太郎

渡　辺　一　郎

森　山　　　保

森　山　悦　雄

武　藤　久　男

森　山　英　敏

大　桃　俊　彦

櫻　井　清　博

金　澤　　　真

山之内　秀　夫

髙　橋　康　晴

佐　藤　　　健

上 ノ 原 用 水 委 員 会 佐　藤　　　貞

本年度委員長運 営 委 員 会

工 事 委 員 会

換 地 委 員 会

総　代　会（58 名）

監事会（３名）
用排水管理調整委員会

理　事　会（15 名）

総 括 監 事

渡邉　隆夫

理　事　長

榎本　春実

副 理 事 長

星　　　洋

事　務　局（５名）

事務局長　佐藤　俊介

庶務会計係

会計主任　山本　静江

主　　任　高橋美和子

工事管理係

主　　任　浅井　竜太

主　　事　吉田　健人

田んぼの水は　　　どこから来るの？円形分水工見学円形分水工見学円形分水工見学円形分水工見学



魚沼市土地改良区
～ 水土里ネット魚沼 ～

〒946－0051　新潟県魚沼市今泉1488番地１
TEL　025－798－1525　FAX　025－798－1526

【受益面積】2，380ha　【組合員数】4，003 人

〈ホームページのご案内〉
　 URL https://uonuma-dokai.com//

魚沼市土地改良区 検索

☆☆☆☆ こんな時には必ず届出をしてください ☆☆☆☆

水難事故にご注意を！
本年度の注意喚起ポスター

不法投棄を防止しましょう！

この施設を管理しています

安全安心な

食料生産を守りましょう。

不法投棄禁止
★近年、用水路へ転落死亡事故が発生しております。

　痛ましい事故を防ぐために、地域の皆様からもお声掛け

　をお願い致します。

　また、万が一事故が発生した場合には、魚沼市土地改良

　区までご連絡ください。

★不法投棄は、「5 年以下の懲役または 1,000 万円以下の罰

　金」により処罰されます。

　　① 不法投棄を目撃したら

　　　　⇒ 直ちに警察へ通報願います。

　　② 不法投棄された廃棄物を発見したら

　　　　⇒ 場所、ゴミの種類を土地改良区又は市役所へ

　　　　　 ご連絡下さい。

◆ポスターが必要な方は、ご連絡ください。

　土地改良区は組合員により組織され、事業に要する経費と運営に要する
経費は、原則として組合員が負担することになっており、組合員の義務でも
あります。（土地改良法第 36条）
　組合員間の公平性を確保するため、賦課金等を滞納した場合には、滞
納者の意思にかかわらず賦課金債権を強制的に徴収いたします。（土地改
良法第 39条）
　やむを得ない事情により、納期限までに納付できない場合は、地区選出
の理事または事務局までご相談ください。

・組合員が亡くなられたり、住所、組合員名

　を変更する場合

・農地を売買、交換、相続等する場合

・農業者年金受給のため経営移譲する場合

・農地中間管理事業等により受委託する場合

・農地転用（公共用地買収、住宅等）する場合

・農地の地目変更（畑、宅地等に転用）、分合

　筆等、登記を変更した場合

・区域内の道水路について、農業用以外に使用

　する場合（他目的使用）

※農業委員会や市役所（死亡届）への届出だけでは土地改良区の台帳は異動しません。
※土地改良区の台帳は、組合員からの異動届により変更されます。上記の手続きをしな
　いと組合員資格、賦課金等の名義や面積が直らないまま処理されます。
※農地転用等に伴い地区除外される土地は、規程に基づき決済金を納付して頂きます。
　決済金を完納した当該地は、翌年度から賦課いたしません。
※区域内の道水路の他目的使用は、規程に基づき使用料を納付して頂きます。
※令和６年度賦課は、令和６年４月１日までの届出が基礎となります。

　今後、相続等による市外の組合員の増加、高齢化
による離農や利用集積に伴い、土地持ち非農家の増
加がさらに見込まれる中で、土地改良施設の維持管理、
更新等を的確に行っていくためには、耕作者の意見が
適切に反映されるような事業運営を確立していく事が
必要となります。
　土地改良区では、原則として耕作者を組合員とする
べく啓発を進めておりますが、土地所有者と耕作者の
間で話し合っていただき、変更いただきますようご協
力をお願い致します。

届出用紙は土地改良

区にありますので､

来所の際は印鑑を

ご持参ください。
※魚沼市土地改良区のホー
　ムページ「各種様式ダウ
　ンロード」にもあります
　ので、ご利用ください。

☆　営農に役立つ最新情報をLINEでお届け　☆ ☆　組合員資格の耕作者への変更について　☆

◆　展示会や農業資材紹介などのお得な購買情報を配信！

◆　ＬＩＮＥのトーク画面よりＪＡとの1対1のトークが可能！

◆　研修会の出欠連絡もＬＩＮＥで簡単に！

◆　日中働いていても、ほ場位置を送れば営農指導員が
　ほ場を確認！

友達追加→ＱＲコード読み取り
「追加」ボタンを押して下さい。

☆　財産の差し押さえを行います　☆

■ お問い合わせ
ＪＡ魚沼　北魚沼基幹営農センター　☎ 025-793-1770
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検索サイトで「魚沼市土地
改良区」と入力して下さい
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